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3豊田市自転車活用推進計画の概要１

■これまでの経緯
豊田市自転車利用環境整備計画の推進（H27～H29）

計画期間:平成27年度～平成29年度までの３か年
①空間づくり- 自転車通行空間の整備（整備計画延⾧30.2㎞）
②意識づくり- ルールの周知・マナーの向上
③仕組みづくり-自動車から自転車への転換

計画期間:令和２年度～令和６年度までの5か年
①空間づくり- 自転車ネットワーク路線の質の向上
②意識づくり- 子どもから大人まで通行ルールの共通認識が

持てる啓発・教育の充実
③仕組みづくり-自動車から自転車への転換を促し、

楽しく自転車を利用できる取組の推進

豊田市自転車活用推進計画の策定（R2.12）

自転車活用推進法(第11条)に基づき、前計画の改訂について検討
・前計画を踏襲しつつ、新たな施策の拡充を検討
・自転車活用推進計画（国・県）を踏まえ素案作成

豊田市自転車利用環境整備推進会議（H31.3 ・ R1.10 ・ R2.1）

平成28年12月9日
○自転車活用推進法の成立

平成30年６月８日
○自転車活用推進計画の閣議決定

（国・県 自転車活用推進計画）

令和2年2月18日
○(愛知県)自転車活用推進計画の策定

平成29年5月1日
○自転車活用推進法の施行
⇒[第11条]市町村自転車活用推進計画策定
に努めなければならない

令和3年5月28日
○第２次自転車活用推進計画の閣議決定

令和5年3月
○(愛知県)自転車活用推進計画の改訂

計画期間:令和２年度～令和９年度までの8か年
①空間づくり- 自転車ネットワーク路線の質の向上
②意識づくり- 子どもから大人まで通行ルールの共通認識が

持てる啓発・教育の充実
③仕組みづくり-クルマから自転車への転換を促し、

楽しく自転車を利用できる取組の推進

豊田市自転車活用推進計画の改訂（R7.3）



■目指す姿

取り組むべき施策目標

(1)自転車ネットワーク路線の安全性・快適性の向上Ⅰ．空間づくり
～自転車ネットワーク路線の質の向上～

(2)自転車通行空間の改善

(1)自転車の交通ルール（自転車安全利用五則等）の普及啓発の強化Ⅱ．意識づくり
～子どもから大人まで通行ルールの

共通認識が持てる啓発・教育の充実～ (2)子どもから大人まで段階的かつ体系的な安全教育の充実

(3)自転車利用者の安全・安心に向けた取組の促進

(1) クルマと自転車のかしこい使い分けと自転車に乗りたくなる取組の充実Ⅲ．仕組みづくり
～クルマから自転車への転換を促し、

楽しく自転車を利用できる取組の推進～ (2)自転車を活用した健康づくりの促進

(3)良好な駐輪環境の確保

『だれもが安全で快適に楽しく自転車でつながるまち 豊田』
～「自転車交通事故の更なる削減」と「クルマと自転車のかしこい使い分けが可能な交通社会」を目指して～

4豊田市自転車活用推進計画の概要１

※出典:とよた快適自転車プラン ～豊田市自転車利用環境整備計画～＜本編＞



5豊田市自転車活用推進計画の概要１

■計画期間
令和２年度から令和９年度末までの８年間
■目標指標

■計画の評価・取組体制

※出典:とよた快適自転車プラン
～豊田市自転車利用環境整備計画～

＜概要版＞

目標値(R9)※2目標値(R6)※1現状値(R2)目標指標名
約４割削減

（170人）
約２割削減

（220人）
281人

（平成28～30年平均）
➀自転車の交通事故死傷者数

現状維持
（R6年の目標値を継続）

現状維持30.4％
（平成30年）

②外出する際、自転車を利用できる市民の割合

約3％上昇
（27％）

（R6年の目標値を継続）

約3％上昇
（27％）

23.8％
（平成28年）

③市民意識調査による「歩行者や自転車利用者にとって安全で
快適な道路が整っているまち」として満足する市民の割合

向上
（R6年の目標値を継続）

向上68.4％
（令和2年）④自転車損害賠償保険加入率

約6割削減
（850台）

約2割削減
（1,600台）

1,896台
（平成28～30年平均）

⑤放置自転車の撤去台数

約16%上昇
（30％）※３

ーー⑥豊田警察署管内の自転車乗車用ヘルメット着用率
※１:R2計画策定時の目標、割合は当初（R2計画策定時）に対する値
※２:計画改訂後の目標、割合は当初（R2計画策定時）に対する値
※３:R6調査実績（14.2%）に対する値
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■目標値と達成状況
目標値（R9）現況値（R7）基準値目標指標名

約4割削減
（170人）

167人
（令和6年）

281人
（平成28～30年平均）

➀自転車の交通事故死傷者数

現状維持26.6％
（令和7年市民意識調査）

30.4％
（平成30年交通まちづくり

行動計画中間評価）

②外出する際、自転車を利用でき
る市民の割合

約3％上昇
（27％）

22.0％
（令和7年市民意識調査）

23.8％
（平成28年市民意識調査）

③市民意識調査による「歩行者や
自転車利用者にとって安全で快
適な道路が整っているまち」と
して満足する市民の割合

向上77.3％
（令和7年市民意識調査）

68.4％
（令和2年Eモニター）

④自転車損害賠償保険加入率

約6割削減
（850台）

924台
（令和6年度）

1,896台
（平成28～30年平均）

⑤放置自転車の撤去台数

約16%上昇
（30％）

14.2％
（令和7年）

14.2％
（令和6年）

⑥豊田警察署管内の自転車乗車用ヘル
メット着用率

約4割削減

1.8%減

8.4％増

約5割削減

3.8％減

増減なし
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主体 路線名
整備年度

（当初計画）
整備完了日

国1
車道
混在

国道153号（挙母町1～小坂町10）　　 H29 H30.10.31

国1 国道153号（小坂町10～東新町2）　　 H29 H30.10.31

国2 国道153号（東新町2～東新町5）　　 H29 H30.10.31

国3 国道153号（陣中町1北～喜多町4） H29 H30.10.31

国4 国道155号（栄町3～挙母小学校南）　 H28 H29.2.21

県1 国道248号（挙母町1～下林１） H29 H30.5.31

県1 国道248号（下林1～トヨタ町南） H29 H30.5.31

県2 県道豊田環状線（トヨタ町南～山之手5西） H30 R1.7.31

県3 県道豊田安城線（曙町～竜神町桃山） H30 R2.11.24

県4 県道三河豊田停車場大林線（三河豊田駅前～大林町14） H30 H31.3.31

県4' 県道三河豊田停車場大林線（大林町14～大林町8） H30 未整備区間

県5 国道419号（細谷町7～土橋町2） H29 H30.3.20

県6 国道419号（陣中町1北～東梅坪町1） H30 R2.3.31

県7 国道301号（御立町1～野見小西） H30 R1.5.31

県8 国道419号（神田町2～御幸町3） H30 H31.3.31

市1 （都）大林豊栄線(山之手10南～豊栄町6） H27 H28.3.18

市2 （都）豊田今本線（緑ヶ丘５～三河豊田駅前） H27 H28.3.18

市3 （都）梅坪堤線（長興寺9～河合町1） H28 H29.3.24

市4 市道豊田環状１号線（トヨタ町～トヨタ町東） H28 H29.3.24

市5 （都）梅坪堤線（河合町1～豊栄河合線交差部） H28 H29.3.24

市6 （都）豊栄河合線（豊栄町6～豊栄前山線交差部） H28 H29.3.24

市6' （都）豊栄河合線（豊栄前山線交差部～梅坪堤線交差部） R3 R4.2.24

市7 （都）豊田刈谷線（土橋町2～●） H29 H30.2.28

市8 （都）豊田則定線（久保町2～挙母小学校南） H29 H30.2.28

市9 （都）西山上挙母線（栄町1～栄町3） H29 H30.6.29

市10 （都）平戸橋土橋線（朝日町6～朝日町1） H29 H30.6.29

市11 （都）平戸橋土橋線（朝日町1～宮町5） H29 H30.6.29

市12 （都）平戸橋土橋線（宮町5～東新町2） H29 H30.6.29

市13 （都）豊田刈谷線（小坂町10～細谷町4） H29 H30.6.29

市14 （都）豊田刈谷線（細谷町4～細谷町7） H29 H30.6.29

市15 （都）初陣線（十塚町4～神田2） H29 H30.2.28

市16 市道西山越戸線（高原町3～東梅坪町1） H29 H30.6.29

市17 （都）西山上挙母線（高原町3～栄町1） R4
 完成     　R5.8.11
(規制開始 R5.12.1)

市18 （都）小坂若林線（小坂町12～御幸町3） R5～R6
 完成     　R6.9.2
(規制開始 R6.8.5)

市19 （都）梅坪堤線（長興寺9～挙母町4） R7～R9 R9年度予定

市５

県７

■整備状況と路線位置図
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１ （１）利用状況（これまでの整備状況）

市18

（都）小坂若林線

（都）梅坪堤線

２

豊田市自転車活用推進計画における優先整備路線(L=4.0km)

■当初整備計画路線

国管理道路

県管理道路

市道

■整備形態

車道混在

歩道活用

未整備

道路未整備

自転車専用通行帯

市19

（都）西山上挙母線
市17

自転車の利用状況と交通事故の発生状況について
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(整備後55ヶ月)

市道豊田環状1号線

(整備後102ヶ月)

（都）梅坪堤線

(整備後67ヶ月)

（都）京町梅坪線

(整備後31ヶ月)

（都）平戸橋土橋線

(整備後28ヶ月)

（都）豊田刈谷線

（整備後8ヶ月）

（都）西山上挙母線

（整備後26ヶ月）

（都）小坂若林線

（整備後13ヶ月）

利
用
率
（
％
）

交
通
量(

台
/
4
h）

自転車の走行位置別 交通量と利用率

車道（順走） 車道（逆走） 歩道 利用率(R7.10、R7.9、R4.10、R3.10、R2.10、H31.2)
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１（２）利用状況（自転車通行空間の利用率）

○豊田市が整備した自転車専用通行帯の利用率の平均は約13％。

※出典 (都)大林豊栄線 :整備後67ヶ月ビデオ調査 （ R3.10.7 ）
(都)豊田今本線 :整備後55ヶ月ビデオ調査 （ R2.10.13 )
市道豊田環状1号線 :整備後102ヶ月ビデオ調査（ R7.9.25 ）
(都)梅坪堤線 :整備後67ヶ月ビデオ調査 （ R4.10.13 ）
(都)京町梅坪線 :整備後31ヶ月ビデオ調査 （ R2.10.15 ）
(都)平戸橋土橋線 :整備後28ヶ月ビデオ調査 （ R2.10.15 ）
(都)豊田刈谷線 :整備後 8ヶ月ビデオ調査 （ H31.2.12 ）
(都)西山上挙母線 :整備後26ヶ月ビデオ調査 （ R7.10.7 ）
(都)小坂若林線 :整備後13ヶ月ビデオ調査 （ R7.9.25 ）
調査時間 :7:00～9:00、16:00～18:00の４時間

※黒数字は、全体交通量と車道（順走）を表示

車道歩道

3.0m3.5m 1.5m

路肩 車道歩道

3.0m3.5m 1.5m

路肩

矢羽根

【利用率とは】

矢羽根上の交通量

断面交通量

車道の交通量

断面交通量

整備前利用率（％）

整
備
前

整
備
後

整備後利用率（％）

（車と同じ方向） （車と同じ方向）

平成27年度
整備路線

平成28年度
整備路線

平成29年度
整備路線

平成27年度
整備路線

平成28年度
整備路線

平成30年度
整備路線

平成30年度
整備路線

令和5年度
整備路線

自転車専用通行帯

車道歩道

3.0m3.5m 1.5m

路肩

令和6年度
整備路線

２ 自転車の利用状況と交通事故の発生状況について

R7年度調査実施路線



（都）小坂若林線 ［令和6年度整備路線］（都）西山上挙母線 ［令和5年度整備路線］

（都）京町梅坪線 ［平成29年度整備路線］市道豊田環状１号線 ［平成28年度整備路線］（都）大林豊栄線 ［平成27年度整備路線］

（都）平戸橋土橋線 ［平成30年度整備路線］（都）梅坪堤線 ［平成28年度整備路線］（都）豊田今本線 ［平成27年度整備路線］

（都）豊田刈谷線 ［平成30年度整備路線］

１（２）利用状況（自転車通行空間の利用率）
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ゼブラ

ゼブラ
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○利用率調査地点の自
転車通行空間の断面
は以下の通り。

南側
勾配：平坦
側溝：L型側溝

北側
勾配：平坦
側溝：L型側溝

南側
勾配：あり（上り坂）
側溝：蓋付側溝

北側
勾配：あり（下り坂）
側溝：蓋付側溝

南側
勾配：平坦
側溝：L型側溝

北側
勾配：平坦
側溝：L型側溝

西側
勾配：平坦
側溝：L型側溝

東側
勾配：平坦
側溝：L型側溝

北側
勾配：あり（下り坂）
側溝：L型側溝

南側
勾配：あり（上り坂）
側溝：L型側溝

西側
勾配：あり（上り坂）
側溝：PU側溝（蓋あり）

東側
勾配：あり（下り坂）
側溝：PU側溝（蓋あり）

西側
勾配：あり（下り坂）
側溝：L型側溝

東側
勾配：あり（上り坂）
側溝：L型側溝

4630

2130

500
1500 3000 3000

19000

500
1500 4370

西側
勾配：平坦
側溝：L型側溝

東側
勾配：平坦
側溝：L型側溝

２ 自転車の利用状況と交通事故の発生状況について

R7年度調査実施路線

18600

1000

1500 3000 3000 1500
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36006000

西側
勾配：あり（上り坂）
側溝：L型側溝

東側
勾配：あり（下り坂）
側溝：L型側溝
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(都)京町梅坪線
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(都)平戸橋土橋線
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N=32

自転車の安全性の満足度（他路線との比較）
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している
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している

どちらでも

ない

あまり満足

していない

満足して

いない

分から
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自転車

11

○整備前後での通行位置を比較すると、（都）西山上挙母線、（都）小坂若林線
ともに歩道から自転車専用通行帯へ転換していると考えられる。

○安全性については、整備直後における｢満足している｣「やや満足している」の合
計は、自転車専用通行帯で整備した（都）西山上挙母線では約81％、（都）小
坂若林線では約77％であり、矢羽根で整備した他の路線と比較し満足度が高い。

▼自転車専用通行帯の整備前と整備後について、自転車で
通行している位置はどこですか?

▼安全性に満足していますか?

１（３）利用状況（整備前と整備後の自転車通行位置及び安全性の満足度）

自転車の利用状況と交通事故の発生状況について２

【自転車利用者】

77%

※出典 アンケート調査 (都)西山上挙母線 :整備後3ヶ月（ R5.12.21 ） (都)小坂若林線 :整備後2ヶ月（ R6.10.31,R6.11.20 ）
【整備直後】 (都)大林豊栄線 :整備後3ヶ月（ H28.7.4 ） (都)豊田今本線 :整備後3ヶ月（ H28.6.27 )

市道豊田環状1号線:整備後3ヶ月（ H29.6.15 ） (都)梅坪堤線 :整備後3ヶ月（ H29.6.15 ）
(都)京町梅坪線 :整備後3ヶ月（ H30.6.12 ） (都)平戸橋土橋線:整備後1ヶ月（ H30.7.10 ）
(都)豊田刈谷線 :整備後1ヶ月（ H30.7.12 ）

81%

【自転車利用者】

歩道から自転車専用通行帯へ転換

歩道から自転車専用通行帯へ転換

自転車
専用

通行帯

車道
混在



72%

76%

84%

79%

8%

18%

8%

4%

14%

6%

11%

6%

6%

2%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

整備後

13ヶ月

N=50

整備後

2ヶ月

N=50

整備後

14ヶ月

N=51

整備後

3ヶ月

N=56
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)小
坂
若
林
線

(都
)西
山
上
挙
母
線

自転車専用通行帯 矢羽根 どちらでも良い わからない

88%

92%

82%

77%

12%

8%

18%

23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

整備後

13ヶ月

N=50

整備後

2ヶ月

N=50

整備後

14ヶ月

N=49

整備後

3ヶ月

N=56

(都
)小
坂
若
林
線

(都
)西
山
上
挙
母
線

整備した方が良い 整備しない方が良い

※出典 アンケート調査 (都)西山上挙母線 :整備後3ヶ月（ R5.12.21 ） 整備後14ヶ月（ R6.10.24）
(都)小坂若林線 :整備後2ヶ月（ R6.10.31 , R6.11.20 ） 整備後13ヶ月（ R7.9.18 , R7.10.7 ）

12

〇自転車で走りやすい整備形態について、（都）西山上挙母線、（都）小坂若林線ともに
自転車専用通行帯の評価が最も高く、それぞれ約84％、約72％。

〇また、（都）西山上挙母線では整備後3ヶ月の約79％から整備後14ヶ月は約84％と増加。
（都）小坂若林線では整備後2ヶ月の約76％から整備後13ヶ月は約72％と減少。

〇整備意向について、「整備した方が良い」が（都）西山上挙母線では整備後3ヶ月の約
77％から整備後14ヶ月は約82％と増加。（都）小坂若林線では整備後2ヶ月の約92％か
ら整備後13ヶ月は約88％と減少。

１（３）利用状況（自転車で走りやすい整備形態及び自転車通行空間の整備意向）

自転車の利用状況と交通事故の発生状況について２

増加

▼自転車で走りやすい整備形態【自転車利用者】 ▼自転車通行空間の整備意向【自転車利用者】

減少

増加

減少



21%

32%
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45%

79%
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77%
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55%
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N=53397

整備後（13ヶ月）

N=126

整備後（2ヶ月）

N=157

整備後（26ヶ月）

N=270

整備後（14ヶ月）

N=249

整備後（3ヶ月）

N=182

整備後（102ヶ月）

N=581

全
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月
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)小
坂
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林
線

(都
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山
上
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母
線

市
道

豊
田

環
状

1
号
線

着用している 着用していない

市道豊田環状1号線

（都）西山上拳母線

（都）小坂若林線

全国平均(R7.6調査)

※南北の合計

※東西の合計

※東西の合計

13

１（３）利用状況（ヘルメットの着用率）

自転車の利用状況と交通事故の発生状況について２

※出典 ビデオ調査 (都)西山上挙母線 :整備後3ヶ月（ R5.12.19 ） 整備後14ヶ月（ R6.10.31 ） 整備後26ヶ月（ R7.10.7 ）
(都)小坂若林線 :整備後2ヶ月（ R6.10.24 ） 整備後13ヶ月（ R7.9.25 ）
市道豊田環状1号線:整備後102ヶ月（ R7.9.25 ）
自転車乗車用ヘルメット着用率調査結果（警察庁 R7.6.2～R7.6.30（平日））

〇ヘルメットの着用率は、市道豊田環状1号線の整備後102ヶ月では約45％、
（都）西山上挙母線の整備後26ヶ月では約23％、（都）小坂若林線の
整備後13ヶ月では約32％。

〇着用する主な意見としては、 「法律や条例でヘルメット着用となったから」、
「ヘルメットを着用すると死亡率が低くなるから」が多かった。

〇着用しない主な意見としては、「通気性が悪く、むれるから」、「髪型がくず
れるから」、 「みんながかぶっていないから」が多かった。

▼ヘルメットの着用率

【ヘルメットを着用しない理由】
・通気性が悪く、むれるから
・髪型がくずれるから
・みんながかぶっていないから

※出典 アンケート調査 (都)西山上挙母線 :整備後3ヶ月（ R5.12.21 ）
整備後14ヶ月（ R6.10.24 ）

(都)小坂若林線 :整備後2ヶ月（ R6.10.31,R6.11.20 ）
:整備後13ヶ月（ R7.9.18,R7.10.7 ）

【ヘルメットを着用する理由】
・法律や条例でヘルメット着用と
なったから
・ヘルメットを着用すると死亡率が
低くなるから



〇自転車関連事故数についてH24～H27とR3～R6を比較した場合、
市内全体では約40%減少しており、自転車通行空間整備路線では約62%減
少。

〇自転車通行空間整備路線の方が、事故の減少率が大きい結果となっている。

14自転車の利用状況と交通事故の発生状況について

２（１） １）豊田市の自転車関連事故発生状況の変化

※出典 愛知県警察提供の事故データを基に豊田市が作成

２

自転車通行空間整備路線※豊田市内
※R6.12.31までに整備された路線



○事故類型別に自転車事故件数を比較した場合、主な類型である「出合頭」、
「左折時」、「右折時」 、「車両相互（その他）」のいずれにおいても自
転車通行空間整備路線の方が自転車事故減少率が大きい。

15自転車の利用状況と交通事故の発生状況について

２（１） ２）豊田市の自転車関連事故発生状況の変化＜事故類型別＞

※出典 愛知県警察提供の事故データを基に豊田市が作成

２

※出典 愛知県警察提供の事故データを基に豊田市が作成

豊田市内 自転車通行空間整備路線※

※R6.12.31までに整備された路線
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自転車通行空間

整備路線

豊田市内

愛知県

自転車関連事故の年齢別死傷者割合（年平均）

15歳以下 16-19歳 20-24歳 25-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-64歳 65-74歳 75歳以上

N=23782

N=708

N=75

○自転車関連事故において、最も発生の多い年齢層は１６～１９歳。
○１０代の自転車関連事故について、愛知県内全体よりも豊田市内の方がより

多くの割合で発生している。
○整備済路線での１０代の自転車関連事故は、愛知県内全体よりも割合が低い。

16自転車の利用状況と交通事故の発生状況について

２（２） 年齢別にみた自転車関連事故死傷者割合

※集計年数:R3～6年
※出典 愛知県警察提供の事故データを基に豊田市が作成

２



○自転車通行空間整備後に発生した事故を、自転車の通行位置・方向別でみる
と、歩道での事故が約8割発生。

○ 自転車通行空間整備路線のうち交通量調査実施路線において、自転車通行位
置別で事故発生指数をみると、歩道逆走行時の事故発生の確率が最も高い。

17自転車の利用状況と交通事故の発生状況について

２（３） 自転車の通行位置・方向別にみた自転車関連事故

２

※出典 愛知県警察提供の事故データを基に豊田市が作成

※これまでの事後調査のうち、最も自転車交通量が多い結果を使用
(都)大林豊栄線 :整備後67ヶ月ビデオ調査（ R3.10.7 ）
(都)豊田今本線 :整備後55ヶ月ビデオ調査（ R2.10.13 )
市道豊田環状1号線:整備後24ヶ月ビデオ調査（ H30.6.7 ）
(都)梅坪堤線 :整備後12ヶ月ビデオ調査（ H30.1.30 ）
(都)京町梅坪線 :整備後3ヶ月ビデオ調査（ H30.6.5 ）
(都)平戸橋土橋線 :整備後28ヶ月ビデオ調査（ R2.10.15 ）
(都)豊田刈谷線 :整備後1ヶ月ビデオ調査（H30.7.10）
(都)西山上挙母線 :整備後3ヶ月ビデオ調査（R5.12.19）
(都)小坂若林線 :整備後2ヶ月ビデオ調査（R6.10.24）

※交通量は以下の調査結果を使用（調査時間:7:00～9:00、16:00～18:00の４時間）
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市道における自転車通行位置別事故発生指数

歩道（特に逆走方向）での
事故発生指数が高い車道順方向

12%

車道逆方向

8%

歩道順方向

36%

歩道逆方向

43%

横断歩道内

1%

不明

0%

整備後に発生した事故（R3～R6年）

＜自転車の通行位置・方向別＞

N＝75

計79％

※集計年数:R3～6年
※出典 愛知県警察提供の事故データを基に豊田市が作成
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19目標達成に向けた取り組むべき施策について３

Ⅰ.空間づくり

（２）令和８年度の施策実施予定

Ⅱ.意識づくり

Ⅲ.仕組みづくり

（１）令和７年度の施策実施内容



20３

三河豊田

末野原

豊田IC

豊田東JCT

土橋

竹村

上挙母新上挙母

豊田市
新豊
田

梅坪

愛環梅坪

上豊田

浄水

四郷 猿投

平戸橋

越戸

◎
豊田市役所

●豊田スタジアム

衣台高文

豊田高専
文

豊田高文

豊田西高文

豊田東高 文

豊田北高文

猿投農林高

文

平成記念橋

平戸橋

外環状内側

【令和7年度の施策実施路線・施策内容】

内 容路 線 名

整備区間:挙母町4丁目交差点
～⾧興寺9丁目交差点

整備箇所:L=2.25kmのうち
交差点改良 N=1か所

整備内容:自転車専用通行帯の幅員確保のための
交差点改良

(都)梅坪堤線

■当初整備計画路線

国管理道路

県管理道路

市道

■整備形態

車道混在

歩道活用

未整備

自転車専用通行帯

(都)梅坪堤線

Ⅰ．空間づくり （１） 令和７年度の施策実施内容

令和7年度
施工箇所

○令和７年度は （都）梅坪堤線で整備工事を実施。

１） 優先整備路線の整備

※令和８年１月現在



21３ Ⅰ．空間づくり （１） 令和７年度の施策実施内容

○令和7年度は交差点部の幅員確保のための交差点改良を実施。

【令和７年度の施策実施路線・施策内容】

２）（都）梅坪堤線の整備内容

○路肩の幅員（1.1～1.5ｍ）確保
○植栽帯の一部撤去
○歩車道境界ブロックの移設
○信号機の移設

【整備内容】

4.63
車道

3.53
車道

3.54
歩道部

9.05
車道部

3.46
歩道部

16.05道路幅員

0.25
0.64

整
備
前

整
備
後

【改良後】

【改良前】
◆交差点部

東西

4.50

車道

3.00

車道

3.54

歩道部

10.06

車道部

2.45

歩道部

16.05道路幅員

歩道

2.00 1.10

歩道

3.051.10



22３ Ⅰ．空間づくり （１） 令和７年度の施策実施内容

３）（都）梅坪堤線 交差点整備平面図

整備範囲

歩道

車道



23３ Ⅰ．空間づくり （１） 令和７年度の施策実施内容

３）（都）梅坪堤線 交差点整備平面図（拡大）

40004000 980

500

イメージ（（都）西山上挙母線）

歩道

車道



24３ Ⅰ．空間づくり （１） 令和７年度の施策実施内容

①

③

②

対策前 工事中（R8.1.19時点)

①

②

③
写真差し替え

○令和7年度は交差点部の幅員確保のための交差点改良を実施。

４）（都）梅坪堤線の整備内容

【令和７年度の施策実施路線・施策内容】

歩道の縮小
植栽帯の廃止
スリット側溝化

歩道の縮小
スリット側溝化

スリット側溝化

信号移設



25３ Ⅰ．空間づくり （２） 令和８年度の施策実施予定

【令和８年度の施策実施路線・施策内容】
内 容路 線 名

整備区間:挙母町4丁目交差点
～⾧興寺9丁目交差点

整備延⾧:L=2.25km
整備内容:自転車専用通行帯の路面標示を実施

(都)梅坪堤線

三河豊田

末野原

豊田IC

豊田東JCT

土橋

竹村

上挙母新上挙母

豊田市
新豊
田

梅坪

愛環梅坪

上豊田

浄水

四郷 猿投

平戸橋

越戸

◎
豊田市役所

●豊田スタジアム

衣台高文

豊田高専
文

豊田高文

豊田西高文

豊田東高 文

豊田北高文

猿投農林高

文

平成記念橋

平戸橋

外環状内側

※令和８年１月現在

■当初整備計画路線

国管理道路

県管理道路

市道

■整備形態

車道混在

歩道活用

未整備

自転車専用通行帯

令和8年度
自転車専用通行帯整備

○令和８年度は （都）梅坪堤線で自転車専用通行帯の整備を実施。

１） 優先整備路線の整備

挙母町4丁目
交差点

⾧興寺9丁目
交差点

③

①

②

自転車専用通行帯のイメージ

①広路町（南→北） ②下林町（南→北）

③長興寺（南→北）



（１）令和７年度の施策実施内容

26目標達成に向けた取り組むべき施策

Ⅰ.空間づくり

（２）令和８年度の施策実施予定

Ⅱ.意識づくり

Ⅲ.仕組みづくり

３



27Ⅱ．意識づくり （１） 令和７年度の施策実施内容３

１） 自転車の交通ルール（自転車安全利用五則等）の普及啓発の強化
①自転車利用者、ドライバーへの啓発活動

・ラリー関連をはじめとした各種イベント等での啓発や警察等
と連携した啓発活動を実施（28回※１２月末時点）

・とよた産業フェスタ2025において、豊田警察署・トヨタ自
動車(株)と連携し、自転車の交通ルールを周知。合わせて来
場者から安全宣言を募集（約830件）

・道路交通法の改正（令和8年4月）により自転車の交通違反
に適用される交通反則通告制度（いわゆる青切符）について
市ホームページやチラシ配布により積極的に周知

・市内全高校に対してヘルメット着用をはじめとする自転車の
安全利用啓発及びヘルメット着用率調査を実施

・ドライバーへの啓発活動として、豊田地区交通安全推進協議
会に対して自転車安全利用啓発の内容等を説明

▲WRCイベントでの啓発 ▲イベント時のパネル展示 ▲高校生に対する啓発

▲とよた産業フェスタ2025



28Ⅱ．意識づくり （１） 令和７年度の施策実施内容３

・交通安全学習センターでの自転車安全利用講習
・ヘルメット補助金受付時に自転車安全利用に関

するリーフレットや青切符制度のチラシ等を用
いて交通ルールを説明

・市ホームページや豊田市交通安全市民会議ニュ
ースを活用した自転車の交通ルールの周知

▲青切符周知

・条例に基づき、自転車安全利用推進強化地区を
指定（竜神地区）

⇒地区内において、豊田工科高校での豊田警察署
等と連携したヘルメット着用促進や、スケアー
ドストレートによる交通安全教室を実施

⇒工科高校での取組は新聞等にも掲載され、生徒
のヘルメット着用率は40％を超える。

③自転車安全利用推進強化地区の指定

▲スケアードストレート

▲『うんこドリル』

１） 自転車の交通ルール（自転車安全利用五則等）の普及啓発の強化
②自転車の交通ルールの周知



29Ⅱ．意識づくり （１） 令和７年度の施策実施内容３

２） 子どもから大人まで段階的かつ体系的な安全教育の充実
①交通安全学習センター施設内及び出張による交通安全講習の実施

・小学校4年生を対象にした施設内講習を実施（75回・2,667人）
・中学1年生・高校1年生を対象にした出張講習を実施

（中学校:27回・3,773人、高校:8回・1,899人）
・受講者の技能等に応じて講習区分を設定した自転車安全利用講習事業を開催

（13回・112人）

●自転車安全利用講習事業
《座学》
・教室にて自転車の基礎的な交通ルールを学習
・交通反則通告制度（いわゆる青切符）について説明

▲施設内講習 ▲出張講習

※回数はすべて１２月末時点

《実技例》
・乗車前の点検のポイント
・ヘルメットの落下実験
・自動車からの死角体験
・模擬市街地内で自転車の実走
・巻き込み・飛び出し実験
・オリジナルの自転車免許証進呈



30Ⅱ．意識づくり （１） 令和７年度の施策実施内容３

３） 自転車利用者の安全・安心に向けた取組の促進
①自転車保険加入の促進 ②ヘルメット着用の促進及び自転車の点検・整備の促進

・豊田警察署やトヨタ自動車(株)との官民連携による、
高校生に焦点を当てたヘルメット着用促進
⇒啓発活動と合わせて、愛知県警や愛知県庁とも連

携し、愛知県教育委員会に対して制度化を働きか
けた。令和8年4月から県立高校においてヘルメッ
トの着用が新たに自転車通学許可の条件となる。

・市内全高校で、入学説明会・入学式においてヘルメ
ット購入費補助金の案内チラシを配布

・豊田大谷高校においてヘルメットデザインコンテス
トを開催。入賞作品をデザインした生徒は愛知県の
ヘルメット着用促進ファッションショーにも参加

・自転車の交通事故被害者家族である愛媛県の渡邉氏
を招いた市民向けの交通安全フォーラムを開催。渡
邉氏による講演は、市内高校の生徒指導担当が参加
する西三北地域協働生徒指導推進委員会でも実施

・自転車乗車用ヘルメット購入費補助の実施
⇒令和7年度交付実績:（1,466個※１２月末時点）

▲豊田大谷高校（コンテスト）

▲交通安全フォーラム



31Ⅱ．意識づくり （２） 令和８年度の施策実施予定３

安全・安心に向けた取組の
促進

体系的な安全教育の充実自転車の交通ルールの普及
啓発の強化

取
組
予
定

〇街頭や高校、店舗、イベン
ト等におけるヘルメット着
用促進の啓発

〇民間企業等と連携し、大人
に対してもヘルメットの着
用を啓発

〇自転車安全利用講習会にお
いて、ヘルメット着用の徹
底や自転車の点検・整備の
重要性を周知

〇愛知県と協調した自転車乗
車用ヘルメット購入補助制
度の継続実施

〇保険事業者のチラシを活用
した保険加入義務化の周知
及び高校への啓発チラシの
配布

〇小学4年生の施設内の交通
安全講習実施及び中学1年
生・高校1年生の出張講習
実施

〇交通安全学習センターで自
転車安全利用講習会の実施
（年齢や技能に応じた講習
内容）

〇青切符制度の周知
〇高校における生徒、保護者、

教師等への啓発活動
〇高校における交通安全教室

等の実施
〇警察と連携した街頭におけ

る自転車利用者・ドライバ
ーに向けた啓発活動

〇自転車安全利用リーフレッ
ト類の配布（自転車安全利
用講習会参加者や補助金窓
口申請者向け）

〇自転車安全利用講習やHP、
SNSを通じた特定小型原動
機付自転車も含めた交通ル
ールの周知

〇自転車安全利用推進強化地
区の指定及び重点的な啓発
活動の実施



32目標達成に向けた取り組むべき施策

Ⅰ.空間づくり

（２）令和８年度の施策実施予定

Ⅱ.意識づくり

Ⅲ.仕組みづくり

（１）令和７年度の施策実施内容

３



33Ⅲ．仕組みづくり （１） 令和７年度の施策実施内容２

①自転車利用のPR実施

▲各高校までの行き方データ

作成した各高校までの自転車や公共交通機関での行
き方データをもとに、高校生等へ周知を行った。
また、上記内容を引き続き市HPでも周知。

（１）各高校までの行き方データ等の配布

高齢者の健康増進に繋がるよう公共交通機関や
自転車利用を促すようなツールを配布。

（２）高齢者向けガイドブックの配布

（３）出前講座での自転車利用のＰＲ
バスの乗り方やおでかけプランの作成などをお伝えする出前講座において、自転車利用に
ついてＰＲした。また、自転車の動静や実際にあった自転車とバスとの接触案件など
を伝え、安心して自転車を利用できるよう注意喚起を行った。

▲高齢者向けガイドブック

１） クルマと自転車のかしこい使い分けと自転車に乗りたくなる取組の充実



34Ⅲ．仕組みづくり （１） 令和７年度の施策実施内容２

②公共交通と連携したおすすめポタリングコースのＰＲ及び
民間主体の自転車イベント等の支援

豊田市駅⇒どんぐりの湯前
（稲武地区）

午前８時１１分着午前６時５３分発

どんぐりの湯前
（稲武地区）⇒豊田市駅

午前９時４８分着午前８時３０分発

稲武地区へのポタリング実績…利用件数 ３９件（令和７年４月～１２月）

（２）サイクルラックバスの運行（令和４年８月から運行開始）

豊田市駅と稲武地区を結ぶ快速いなぶにて、
サイクルラックバス(積載可能台数:２台)を運行中

実績:８件（令和７年４月～１２月） ▲積載時の様子

（１）公共交通と連携したおすすめポタリングコースのＰＲ

１） クルマと自転車のかしこい使い分けと自転車に乗りたくなる取組の充実



35Ⅲ．仕組みづくり （１） 令和７年度の施策実施内容２

１） クルマと自転車のかしこい使い分けと自転車に乗りたくなる取組の充実

（３）旅ポタマップのＰＲ

（４）民間主体の自転車イベント等の支援

東海シクロクロス等の自転車イベントを引き続き支援。



36Ⅲ．仕組みづくり （１） 令和７年度の施策実施内容２

２）自転車を活用した健康づくりの促進

自転車を利用することによる健康効果を
説明し、手軽に始められる運動習慣として、
自転車の利用を促進するパンフレットを
作成し、配布。

【新（拡充）】

（１）ＰＲ用パンフレット作成 （２）アプリ「あいち健康プラス」によるＰＲ

アプリ内の「とよた健康マイレージ」にお
いて、チャレンジ項目として設定できる目
標に『エコ通勤の実践』を追加し、健康の
ために自転車通勤等を推進。

①自転車利用の健康効果を周知



（３）企画展示によるＰＲ

37Ⅲ．仕組みづくり （１） 令和７年度の施策実施内容２

【新（拡充）】

（４）各施設及び協力店舗でのデジタルサイネージによるＰＲ

市役所内の健康に関する展示を行う『きらちゃん
コーナー』にて、自転車×健康をテーマにした
企画展示を行い、自転車を利用することによる
健康効果について啓発を行った。
あわせて、他部署との連携によりヘルメット購入
補助制度等についてもＰＲを行った。

健康づくり応援課と連携し、庁内及び包
括連携協定を締結している企業等で
からだを動かす健康増進について啓発を
行った。

２）自転車を活用した健康づくりの促進



38３ Ⅲ．仕組みづくり （１） 令和７年度の施策実施内容

実施内容措 置

・鉄道駅周辺を中心とした駐輪場
の運営

①市営駐輪場の設置・
指定管理による管理

・自転車等放置禁止区域内等の放
置自転車等の撤去及び返還・処分
の実施

撤去台数756台
（うち153台返還）

※令和7年12月末時点

②自転車等放置禁止区
域内等の放置自転車等
の撤去及び返還・処分

・中心市街地内鉄道駅周辺の駐輪
場の設置箇所や自転車等放置禁止
区域に関するチラシの配布

③駐輪場利用及び自転
車等放置禁止区域の周
知徹底

３） 良好な駐輪環境の確保



39３ Ⅲ．仕組みづくり （２） 令和８年度の施策実施予定

１） クルマと自転車のかしこい使い分けと自転車に乗りたくなる取組の充実

２）自転車を活用した健康づくりの促進

高校生や働く世代などターゲットに沿ったPRを引き続き実施する。

②公共交通と連携したおすすめポタリングコースのＰＲ及び
民間主体の自転車イベント等の支援

バスを利用したサイクルツーリズムについて、ツーリズムとよたHP及び市HP
で引き続きＰＲする。
自転車イベントについては、東海シクロクロス等引き続き支援を行う。

①自転車利用のPR実施

自転車を利用することによる健康効果について、啓発活動をより効果的に行う
ため、企業及び教育機関との連携や、SNS等デジタルコンテンツの活用を検討
し、多様な場所及び媒体を活用した情報発信を実施する。

①自転車利用の健康効果を周知



40３

３） 良好な駐輪環境の確保
実施内容措 置

・鉄道駅周辺を中心とした駐輪場の運営市営駐輪場の設置・指定
管理による管理

・放置自転車撤去・返還・処分の実施自転車等放置禁止区域内
等の放置自転車等の撤去
及び返還・処分

・中心市街地内鉄道駅周辺の駐輪場の設置箇所や自転車等放置禁止
区域に関するチラシ等の配布

駐輪場利用及び自転車等
放置禁止区域の周知徹底

Ⅲ．仕組みづくり （２） 令和８年度の施策実施予定
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42今後のスケジュール４

令和10
年度

令和9
年度

令和8
年度令和7年度令和6年度

現計画

次期計画

国県計画

延⾧

検討

第二次自転車活用推進計画（国）

愛知県自転車活用推進計画

引続き現計画の評価・分析
（適宜 会議を開催）

（適宜 会議を開催）

R6.8.21
第1回会議

R7.2.3
第2回会議

6月ガイド
ライン改訂
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で
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議
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R8.1.26
第1回会議

推
進
会
議

推
進
会
議

※

改
訂
の
概
要

3
月
頃

計
画
の
改
訂

１ 今後のスケジュール



43今後のスケジュール４

○道路の新設・改良と合わせ必要な道路幅員を確保し、完成形態を前提とした自転
車通行空間の整備を実施（現行計画を継続）。

○これまで暫定形（矢羽根）で整備した路線を完成形態（自転車専用通行帯）とし
て整備。

２ 今後の自転車通行空間整備の方向性(案)

16000

3500
1500
1000 3000 3000

1500
1000 3500

16000

3500 1500 3000 3000 1500 3500

自転車専用
通行帯

自転車専用
通行帯

暫定形

完成形


